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　離職により住宅を喪失した方、
又は喪失するおそれのある方が安
心して就職活動できるよう住宅手
当を支給する事業が始まっていま
す。 
◎対象者　申請時に次の①～⑦の
いずれにも該当する方が対象とな
ります。 
①２年以内に離職した方 
②離職以前に自らの労働により賃
金を得て、主として世帯の生計
を維持していた方 
③就労能力と常用就職の意欲があ
り、公共職業安定所への求職申
込みを行う方 
④住宅を喪失した方又は喪失する
おそれのある方（喪失するおそ
れのある方は、下記の⑤及び⑥
の要件に該当し、賃貸住宅等に
入居している方） 
⑤原則として収入の無い方 
　※一時的な収入がある場合又は
生計を一とする同居の親族の収
入の月額合計が次の金額以下で
あること（単身世帯：８.４万円以
内、複数世帯：１７.２万円以内） 

⑥生計を一とする同居の親族を含
めた預貯金の合計が次の金額以
下であること（単身世帯：５０万
円、複数世帯：１００万円） 

⑦国の住居喪失離職者等に対する
雇用施策による貸付又は給付（就
職安定資金融資、訓練・生活支
援給付、就職活動困難者支援事
業等）、自治体が実施する類似
の給付等を受けていない方 
◎要件　担当者による面接などの
支援や公共職業安定所の就職相談

を受けて常用就職を目指し就職活
動を行うこと等 
◎支給期間　最長６か月 
◎支給額　単身世帯：３２,３００円、
複数世帯：４２,０００円を上限に、対象
者が借りた住宅の月額家賃の実費分 
◎支給方法　住宅の貸主の口座に
市から直接振り込み 
�地域福祉課（�６４‐３１５４）、◯新市民福
祉課（�７５‐０２５３）、◯揖市民福祉課（�
７２‐２５２３）、◯御市民福祉課（�３２２‐１４５１） 
 
 
 
　龍野東・龍野西・揖保川中学校
の給食は、１か月単位で申込みが
できます。 
　希望される月の前月１０日までに
申込書を提出していただければ、
追加申込みが可能です。（１月分
は１２月１０日（木）まで） 
◎申込方法　在籍する中学校に申
込書を提出してください。 
◎給食費　１食２８０円 
�教育総務課（�７２‐６４９１） 
 
 
 
 
 
 
 
　最近、「猫が敷地内を排便など
で荒らしている」、「野良猫に餌を
与え野良猫が増えている」などの
苦情が増えています。飼い主の知
らないところで、猫が他人に迷惑
をかけている場合もあります。飼
い主の方は責任を持って飼育しま
しょう。  
○猫の性質を理解し、屋内飼育を
心掛けましょう。 
○しつけをしましょう。排便など
決まった場所で行なうようになり

ます。 
○首輪などを付け飼い猫であるこ
とを明確にしましょう。  
○去勢や避妊手術を受けさせ、不幸
な猫を増やさないように心掛けましょう。 
 
 
　兵庫県動物愛護センター龍野支
所では、家庭でどうしても飼育で
きなくなった猫や飼い主不明の猫
（野良猫）を引き取ることができ
ます。 
◎引取日　月～金曜日（ただし、年末、
年始、祝日を除く） 
◎引取時間　９時～１６時３０分 
◎引取料　飼い猫（成猫１匹当たり１,
７００円。子猫１０匹まで１，７００円）、野
良猫（無料）※給餌している猫は飼
い猫扱いとなります。 
※出張捕獲はしませんので、段ボール
箱等に入れて動物愛護センターへ直
接持ち込んでください。 
�兵庫県動物愛護センター龍野支所
（�６３‐５１４６）、環境課（�６４‐３１５０） 
 
 
　兵庫県最低賃金が平成２１年１０月
８日に改正され、時間額７２１円に
なりました。最低賃金は、パート
タイマー、アルバイト等すべての
労働者に適用されます。 
　仮に労使合意で最低賃金額より
低い賃金を定めても、法律により
無効となり最低賃金額と同額の定
めをしたものとみなされます。 
※詳しくは、兵庫労働局労働基準
部賃金課（�０７８‐３６７‐９１５４）、又
は最寄りの労働基準監督署へお問
い合わせください。 

お詫びと訂正 
広報たつの１１月号２４ページ「１０月
の人口異動」に誤りがありました
ので、ここにお詫びし訂正します。 
【正】女（人）　４２,１９２（＋４１） 


